
東大阪市告示第   号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により次の者に奨

学資金貸付金返還金の収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

令和８年６月９日 

東大阪市長 野 田 義 和  

 

１ 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地 

オリファサービス債権回収株式会社  

代表取締役社長 中西 真 

東京都新宿区大久保一丁目３番２１号 

 

２ 委託した公金事務に係る歳入等の種類 

東大阪市入学準備金貸与条例（令和５年東大阪市条例第２号）附則第２項の規定によ

りなお従前の例によることとされる奨学資金の返還金 

 

３ 指定をした日及び委託した日 

指定日 令和８年６月１日 

委託日 令和８年６月１日 

 

４ 委託した期間 

令和８年６月１日から令和９年３月３１日まで 

 

５ 収納の方法 

受託者名義口座への振込みによる 

 

７９


